
令和 3 年 1 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,606 円 3,902 円

3,606 円 4,008 円

3,679 円 3,800 円

豊後大野市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 豊後大野市

事 業 名 ： 特定環境保全公共下水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成11年度（21年）
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分
法適（令和2年4月1日一部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 1,467.9人/km²
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 1処理区（田中処理区）

処 理 場 数 1処理場（大野浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　　臼杵市(旧野津町)と下水道船団方式事業に取り組み、共同購入の移動脱水車による汚泥脱水、施設の維持管理業務等の
　同一業者への一括契約により、経済的かつ効率的な事業実施を図っている。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

累進従量制(令和元年11月改定)

〇基本料金(8ｍ³まで) ： 1,382円

〇超過料金(1ｍ³につき)　　　　 8ｍ³を超え15ｍ³まで  ： 186円
　　　　　　　　　　 　　　 　 15ｍ³を超え25ｍ³まで ： 199円
　　　　　　　　　　　　　　 　25ｍ³を超え35ｍ³まで ： 209円
　　　　　　　　　　　　　　 　35ｍ³を超え45ｍ³まで ： 218円
　　　　　　　　　　　　　　　 45ｍ³を超える部分　  ： 229円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし

平成29年度 平成29年度

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

職 員 数 9人

事 業 運 営 組 織
　〇所轄部署 ： 上下水道課（課長 1人、管理係 5人、工務係 3人）
　〇所轄事業 ： 水道事業、農業集落排水事業、特定環境保全公共下水道事業、特定地域生活排水処理事業
　〇組織再編 ： 平成28年度から管理係と工務係に再編している。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　大野浄化センター及びマンホールポンプの維持管理業務を委託している。

 イ　指定管理者制度 該当なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当なし

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

該当なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

該当なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　経営比較分析表に示す。

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

　＜経営理念＞
　　　生活排水を適切に処理し、公共用水域の水質を保全するとともに、公衆衛生の向上を図る。

　＜基本方針＞
　　　 平成27年11月に策定した「豊後大野市生活排水処理施設整備構想」に基づき、本市の生活排水処理施設対策については、既設の集合処理区域を除く全
     ての区域で個別処理（浄化槽）により生活排水処理施設を整備する。
　　　 また、浄化槽の整備に当たっては、平成21年4月に市の財政負担の軽減や市民負担の公平性を確保する観点から、市町村設置型合併処理浄化槽の事業
     推進を中止し、個人設置型合併処理浄化槽事業に一本化してきた。

　＜特定環境保全公共下水道事業＞
　　　 本事業については、大野町田中処理区で生活排水を集合処理していますが、計画人口1,600人に対して、令和元年度の処理区域内人口は1,145人、水洗
    化人口は971人で、水洗化率は84.8％となっています。公営企業の経営を安定化していくために、有収水量を確保するための加入人口の確保が課題となって
    いる。効率的な経営のため、未接続世帯への普及促進に努め、水洗化人口及び有収水量の増加を目指す。

　供用開始後、21年が経過しているため、計画的な維持管理を予定する。

　職員数は、現行の人数を維持していくことを想定している。
　職員の異動にも対応し、技術やノウハウの継承が行えるよう、情報共有や研修などを行っていく。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標

　計画的に改築・更新事業を実施する。

　〇建設・更新に関する事項

　　・処理場は、できる限りオーバーホール等での延命化を予定しており、6,000千円/年を見込んでいる。

　　・「豊後大野市生活排水処理施設整備構想」に基づき、集合処理区域の拡張は行わないことになっているので、新たな投資については検討していない。

目 標

　健全経営を目指す。

　〇使用料収入に関する事項

　　・使用料収入は、今後減少が予測されるため、状況によっては使用料の見直しを検討する。

　〇繰入金に関する事項

　　・使用料収入では賄えないことから、地方債償還金や人件費分については、今後も一般会計補助金に頼らざるを得ないため、未接続世帯への普及促進に努
     め、水洗化人口及び有収水量の増加を目指す。

　〇職員給与費は、現行の職員数を維持するものとし、一定額を見込んでいる。

　〇委託費は、流入水量に応じて変動するものとしている。

　〇動力費は 3,500千円/年、修繕費は 5,000千円/年を見込んでいる。

　〇その他の経費は、過去5ヶ年の平均を見込んでいる。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項 　県や他市の動向を確認し、今後検討予定である。

投資の平準化に関する事項 　設備の長寿命化を図り、更新費の平準化に取り組む方針である。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

特になし

その他の取組
　　今後はストックマネジメント計画を策定するうえで、処理水量に見合った施設へのダウンサイジングに
　ついても検討する。

使用料の見直しに関する事項
　令和2年度から公営企業法を一部適用し、会計方法が変更となている。
　今後、収益的収支の悪化が懸念されるので、状況によっては使用料の見直しを検討する。　

資産活用による収入増加
の取組について

特になし

その他の取組 特になし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　大野浄化センター及びマンホールポンプの維持管理は、民間委託を継続していく。

職員給与費に関する事項 　職員1名分を計上しており、これ以上の削減は困難と考える。

動力費に関する事項 　経費削減の為、産業用電力の供給会社についても検討する。

薬品費に関する事項 特になし

修繕費に関する事項 　ストックマネジメント計画をもとに、計画的な改築・更新事業を検討する。

委託費に関する事項 特になし

その他の取組 　臼杵市と下水道船団方式事業に取り組んでおり、今後も継続していくことを検討する。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、5年毎に見直し（ローリング）を行うことにより、経営戦略の事後検証、
　改定を行う。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

公共下水道事業

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和2年度

区　　　　　　分
決 算
見 込

１． (A) 21,262 20,677 18,014 18,014 17,433 17,239 17,239 17,046 16,852 16,658 16,658
(1) 21,175 20,639 18,014 18,014 17,433 17,239 17,239 17,046 16,852 16,658 16,658
(2) (B)
(3) 87 38

２． 73,772 75,640 65,951 63,250 63,523 63,688 63,293 62,351 61,119 58,449 50,224
(1) 46,947 48,902 47,271 45,357 45,709 45,642 44,891 43,237 42,006 38,979 30,410

46,947 48,902 47,271 45,357 45,709 45,642 44,891 43,237 42,006 38,979 30,410

(2) 26,825 26,736 18,680 17,893 17,814 18,046 18,402 19,114 19,114 19,470 19,814
(3) 2

(C) 95,034 96,317 83,965 81,264 80,956 80,927 80,532 79,397 77,971 75,107 66,882
１． 79,851 89,686 75,909 74,563 73,708 73,671 74,027 74,629 74,519 74,639 74,741
(1) 9,473 9,535 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592

4,621 4,650 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925

4,852 4,885 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668
(2) 21,183 30,014 29,561 29,561 29,341 29,231 29,231 29,121 29,011 28,901 28,901

3,194 3,529 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

14,989 21,485 21,061 21,061 20,841 20,731 20,731 20,621 20,511 20,401 20,401
(3) 49,195 50,137 36,756 35,409 34,775 34,848 35,204 35,916 35,916 36,146 36,247

２． 3,104 2,766 2,443 2,125 1,806 1,481 1,157 848 566 311 122
(1) 3,104 2,764 2,443 2,125 1,806 1,481 1,157 848 566 311 122
(2) 2

(D) 82,955 92,452 78,352 76,688 75,513 75,152 75,184 75,477 75,085 74,950 74,863
(E) 12,079 3,865 5,613 4,576 5,443 5,775 5,348 3,919 2,887 157 △ 7,981
(F) 2
(G) 2,574 193
(H) △ 2,574 △ 191

9,505 3,674 5,613 4,576 5,443 5,775 5,348 3,919 2,887 157 △ 7,981
(I) 9,394 13,285
(J) 34,770 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583 41,583

7,286 8,782 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286
(K) 41,010 43,319 36,136 36,446 36,620 36,192 34,765 33,731 30,876 22,496 17,732

14,043 18,849 14,043 14,043 14,043 14,043 14,043 14,043 14,043 14,043 14,043
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 21,262 20,677 18,014 18,014 17,433 17,239 17,239 17,046 16,852 16,658 16,658

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 44.2 64.3

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

公共下水道事業

（単位：千円）
年　　　　　度 令和2年度

区　　　　　分
決 算
見 込

１．

２． 7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(B)

(C) 7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

１． 7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

２． 29,797 26,190 23,689 22,093 22,403 22,577 22,149 20,722 19,688 16,833 8,453
３．

４．

５．

(D) 37,533 36,682 29,689 28,093 28,403 28,577 28,149 26,722 25,688 22,833 14,453

(E) 29,797 26,190 23,689 22,093 22,403 22,577 22,149 20,722 19,688 16,833 8,453

１． 29,797 26,190 23,689 22,093 22,403 22,577 22,149 20,722 19,688 16,833 8,453
２．

３．

４．

(F) 29,797 26,190 23,689 22,093 22,403 22,577 22,149 20,722 19,688 16,833 8,453

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)
(H) 213,432 187,242 163,554 141,460 119,057 96,480 74,330 53,608 33,920 17,087 8,634

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和2年度

区　　　　　分
決 算
見 込

46,947 48,902 47,271 45,357 45,709 45,642 44,891 43,237 42,006 38,979 30,410
46,947 48,902 47,271 45,357 45,709 45,642 44,891 43,237 42,006 38,979 30,410

7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
7,736 10,492 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

54,683 59,394 53,271 51,357 51,709 51,642 50,891 49,237 48,006 44,979 36,410

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越
される支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　  (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

補

塡

財

源

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出


